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１ 監査委員 

(1) 監査委員の定数 ４人 

区  分 氏  名 就任年月日 備  考 

識 見 委 員 常 勤 木 村 洋 二 令和６年４月１日 市職員ＯＢ 

識 見 委 員 非常勤 岩 渕 健 彦 令和元年９月21日 弁護士 

識 見 委 員 非常勤 峯 岸 進 一 令和５年２月19日 公認会計士 

議 選 委 員 非常勤 庄 司 俊 充 令和５年９月１日 仙台市議会議員 

 

(2)  監査委員協議会の開催回数 

年間15回程度（定例で毎月１回開催する他，決算審査等で随時に開催する。） 

 

２ 事 務 局         

(1) 名 称   仙台市監査事務局 

(2) 所在地   仙台市青葉区上杉一丁目５番15号 日本生命勾当台南ビル２階 

                   ℡ 022-214-4650 FAX 022-211-4140 

(3) 職員数   定数24人・現員21人 

(4) 組 織 

 

 

 

 

 

 

(5) 事務分掌 

〔監査課〕 

総務係 

① 局の人事，公印，文書及び経理 

② 監査の計画の立案及び調整 

③ 住民の直接請求，議会の請求，市長の要求及び住民監査請求に基づく監査並びに職

員の賠償責任に係る監査の総括 

④ 外部監査に関する事項 

⑤ 監査係の担当局等に係る監査手法の調査・研究 

⑥ 局内事務の連絡調整 

⑦ その他局内他課に属しない事項 

監査係 

① 危機管理局，総務局，まちづくり政策局，財政局，市民局，健康福祉局，こども若

者局，環境局，経済局，文化観光局，都市整備局，建設局（下水道事業に係るものを

除く。），教育局，消防局，区役所及び会計室並びに議会，選挙管理委員会，監査委員，

人事委員会及び農業委員会の事務局の事務事業の執行に係る監査 

監査課長  総務係長 係員(２)

 監査係長 係員(８)

主幹(１)，再任用職員(２)，会計年度任用職員(１)

事務局長 企業監査課長  企業監査係長 係員(３)

工事監査課長
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② 一般会計及び特別会計（地方公営企業法適用企業会計を除く。）の出納検査及び決

算審査 

③ 健全化判断比率及び地方公営企業法非適用企業会計の資金不足比率の審査 

④ 担当局等（監査委員の事務局を除く。）に係る事務事業の執行に係る内部統制評価

報告書の審査 

⑤ 担当局等に係る財政援助団体等の監査 

⑥ 担当局等に係る住民の直接請求，議会の請求，市長の要求及び住民監査請求に基づ

く監査並びに職員の賠償責任に係る監査（総務係の所管に属するものを除く。） 

⑦ その他担当局等に係る地方自治法に規定する監査委員の職務に関する事項（総務係

の所管に属するものを除く。） 

 

〔企業監査課〕 

企業監査係 

① 建設局（下水道事業に係るものに限る。），水道局，交通局，ガス局及び市立病院の

事務事業の執行に係る監査 

② 公営企業（地方公営企業法適用企業に限る。）会計の出納検査及び決算審査 

③ 公営企業（地方公営企業法適用企業に限る。）会計の資金不足比率の審査 

④ 担当局等及び監査委員の事務局に係る事務事業の執行に係る内部統制評価報告書の

審査 

⑤ 担当局等に係る財政援助団体等の監査 

⑥ 担当局等に係る住民の直接請求，議会の請求，市長の要求及び住民監査請求に基づ

く監査並びに職員の賠償責任に係る監査（監査課総務係の所管に属するものを除く。） 

⑦  担当局等に係る監査手法の調査・研究 

⑧ その他担当局等に係る地方自治法に規定する監査委員の職務に関する事項（監査課

総務係の所管に属するものを除く。） 

 

〔工事監査課〕 

① 工事関係の監査 

② 工事関係の内部統制評価報告書の審査 

③ 工事関係の監査手法の調査・研究 
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３ 予算 

  歳出予算 (令和６年度当初。第２款総務費・第６項監査委員費・第１目監査委員費。市長部局

において執行するものを含む。) 

区  分 ６年度当初予算     

人 件 費 231,280 千円  
※監査委員の報酬等 

  識見（常勤） 

   月額 713,000円 
（地域手当,通勤手当を除く） 

  識見（非常勤） 

   月額 298,000円 

  議選 

   月額  81,000円 

外部監査に要する経費 15,000 千円  

事務経費 4,481 千円  

合  計 250,761 千円  

 

４ 定例監査 

 定例監査は，従来，財務監査として位置づけ実施してきたが，企業会計に係る監査及び工事監

査については平成12年度から，一般会計・特別会計に係る監査については平成13年度から，財務

監査と行政監査を併せて実施している。 

(1) 年間計画 

毎会計年度開始前までに監査の種類，対象，実施予定時期等に関する年間計画を作成する。

その際，原則として，一般会計・特別会計に係る監査については３年，企業会計に係る監査及

び工事監査については２年で，全部局を一巡するローテーションになるよう計画を組んでいる。 

(2) 実施方法等 

① 一般会計・特別会計に係る監査は，前期（10月上旬から２月上旬まで）と後期（２月上旬

から７月上旬まで）に分け，局又は部単位で事務事業毎に実施することとしている。区につ

いては，平成13年度から局等の事務事業の監査と関連させて行っている。企業会計に係る監

査は，３期（令和５年度にあっては４期）に分け，局（各事業会計）を単位として実施して

いる。工事監査は，３期に分け，局（都市整備局，建設局はそれぞれ２分割）・区を単位とし

て実施している。 

② 監査の実施に当たっては，その都度，仙台市監査基準に基づく実施計画を作成する。 

③ 監査対象の局等に対し，監査資料の提出を求める。 

④ 監査委員が監査対象の局等の長から所管の事務事業の概要を聴取する。 

⑤ 事務局職員が監査実務を実施する。監査は，書類監査を原則とし，必要に応じて現場調査

や関係職員からの説明を求めるなどしている。 

⑥ 事務局職員が当該監査結果を復命書としてまとめる。 

⑦ 監査委員協議会で勧告案，指摘事項案及び監査委員意見案を審議・決定し，それに基づき

監査対象の局等の長に対して監査委員講評を行う。 

⑧ 講評後，議会及び市長並びに監査対象の委員会等に対し監査結果を報告し，公表する。 

⑨ 監査の結果は，年４回，議会定例会の際に「監査報告書」として，例月出納検査報告等と

合わせて編集し，議員等に提供しているほか，市政情報センター等に配架している。 
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(3) 監査結果の公表の方法 

本庁舎前の市掲示場に掲示するとともに「仙台市公報」，「仙台市ホームページ」に登載する。 

(4) 勧告又は指摘事項に対する改善等措置状況の報告・公表 

   勧告又は指摘事項に対し，地方自治法第199条第14項又は第15項の規定に基づき，市長等か

ら改善策を講じた旨の通知があった場合には，その都度直近の監査委員協議会で報告し，公表

する。この場合の公表の方法は(3)と同様である。 

 

５ 財政援助団体等の監査 

定例監査実施の際に，監査対象の局に関連する財政援助団体等について監査を行っている。 

 監査結果については，議会及び市長並びに監査対象の委員会等に報告するとともに公表し，市

長等に対する報告の写しを財政援助団体等に送付する。また，「監査報告書」として編集し，議員

等に提供しているほか，市政情報センター等に配架している。 

〔選定基準〕 

次の基準にしたがって対象団体を選定し，監査を実施する。 

①出資団体監査 

監査実施年度において地方自治法施行令第140条の7の規定による出資比率が25%以上の団体 

（一般会計及び特別会計にあっては，出資比率25%以上50%未満の団体は必要に応じて実施する）。

なお，設立後２年以上を経過したものに限る。 

②財政援助団体監査 

監査対象期間内に3,000万円以上の財政援助を受けた団体のうち，財政援助の金額及び内容，

各団体の経営状況等を勘案し，監査実施団体を抽出する。 

③公の施設の指定管理者監査 

監査対象期間内に施設の管理を行っている指定管理者のうち，施設の種類及び指定管理者数

等を勘案し，監査実施団体を抽出する。 

 

６ 例月出納検査 

(1) 検査の例日 

一般会計・特別会計 原則として前月分について毎月25日と26日に実施する。 

企業会計      原則として前々月分について毎月10日と11日に実施する。 

(2) 検査の実施手続 

 検査の実施に当たっては，仙台市監査基準に基づく実施計画を作成する。 

一般会計・特別会計については，各会計現金出納簿，預金残高証明書，現金残高証明書等の

提出を求め，支出証憑書類及び関係各種帳簿により，収支の計数の確認と支出書類の合規性に

ついて検査を実施している。支出命令書については，本庁（会計室）支出扱い・区役所支出扱

いの中から，抽出して検査を行っている。 

企業会計については，月次試算表，資金予算表，現金預金残高証明書，支出証書等の提出を

求め，月次試算表の計数の確認と支出書類の合規性について検査を実施している。 

(3) 検査結果 

検査の結果は，毎月監査委員協議会に報告し，会計管理者，事業管理者に通知している。ま

た，年４回，議会及び市長に報告するとともに，「監査報告書」として編集し，議員等に提供
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しているほか，市政情報センター等に配架している。 

 

７ 決算審査 

(1) 審査の期間 

一般会計・特別会計 ７月上旬～８月中旬 

企 業 会 計 ６月上旬～８月中旬 

(2) 審査の実施手続 

 審査の実施に当たっては，仙台市監査基準に基づく実施計画を作成する。実施に先立ち資料

の提出を求めるとともに，監査委員による会計管理者，財政局長及び各企業管理者等からの概

況聴取を経て，審査を行う。 

決算等審査意見書は，監査委員協議会で決定し，監査委員が市長に決算等審査意見の概要を

説明の上で提出している。決算とともに市長から議会へ提出される。 

 

８ 健全化判断比率・資金不足比率審査 

(1) 審査の期間 

７月上旬～８月中旬 

(2) 審査の実施手続 

決算審査と同様の手続きで審査を行う。概況聴取は財政局長及び各企業管理者等から行う。 

健全化判断比率・資金不足比率審査意見書の決定，提出については決算等審査意見書と同様で

ある。 

 

９ 内部統制評価報告書審査 

(1) 審査の期間 

７月中旬～８月中旬 

(2) 審査の実施手続 

決算審査と同様の手続きで行う。概況聴取は総務局長から行う。 

内部統制評価報告書審査意見書の決定，提出については決算等審査意見書と同様である。 

 

10 ガス事業に係る託送収支計算書等に関する証明書の発行 

ガス事業者は，経済産業大臣へ提出し公表する託送収支計算書等が適正に作成されていることに

ついての公認会計士又は監査法人による証明書を得なければならず，ガス事業者が地方公共団体の

場合は，これを監査委員による証明書に代えることができることから，ガス局の依頼により確認し

証明書を発行している。 
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11 監査等の実施状況（令和５年度） 
 

監査等の種別 実   績 

定 例 監 査 

一 般 会 計 ・ 

特 別 会 計 

危機管理局・財政局・健康福祉局・経済局・ 

文化観光局・都市整備局・消防局・ 

区役所（これらの局の関連事務） 

対象143課（室・公所）について実施 

公営企業会計 
建設局（下水道事業）・水道局・交通局・市立病院 

対象51課（室・公所）について実施 

工 事 監 査 

危機管理局・財政局・こども若者局・環境局・ 

経済局・都市整備局・建設局・青葉区役所・ 

泉区役所・消防局・教育局・市立病院 

対象2,440件中300件を抽出して実施 

財 政 援 助 団 体 等 監 査 

一 般 会 計 ・ 

特 別 会 計 
24団体について実施（表１のとおり） 

公営企業会計 ２団体について実施（表２のとおり） 

例 月 出 納 検 査 
毎月１回 

一般会計・特別会計(10会計)・公営企業会計(６会計)について実施 

決 算 審 査 令和４年度決算（一般会計・特別会計10会計・公営企業会計６会計） 

健 全 化 判 断 比 率 ・ 

資 金 不 足 比 率 審 査 

令和４年度決算に基づく健全化判断比率（実質赤字比率・連結実質 

赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率） 

令和４年度決算に基づく資金不足比率（地方公営企業法適用６会計・

非適用１会計） 

内部統制評価報告書審査 
市長，各執行機関及び各事業管理者が作成した令和４年度内部統制評

価報告書 

基 金 運 用 状 況 審 査 令和４年度土地開発基金運用状況報告書 

住民監査請求による監査 令和５年度請求件数３件 

※ 駐車場事業特別会計が令和４年度をもって廃止され，例月出納検査は７月以降，特別会計は９会計 

 

表１ 財政援助団体等監査の実施状況（一般会計・特別会計関係） 

◎出資団体監査 

所 管 局 団 体 名 
出資額 

（千円） 

出資比率 

（％） 
設立年月日 

健康福祉局 

（公財）仙台市健康福祉事業団 

（公財）仙台 市医療センター 

（公財）仙台市救急医療事業団 

200,000 

6,000 

10,000 

100.0 

60.0 

100.0 

H３.３.28 

S49.12.５ 

S55.２.12 

経 済 局 （公財）仙台市産業振興事業団 100,000 100.0 H８.11.18 
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所 管 局 団 体 名 
出資額 

（千円） 

出資比率 

（％） 
設立年月日 

文化観光局 

（公財）仙 台 観 光 国 際 協 会 

（公財）瑞 鳳 殿 

（公財）仙台市スポーツ振興事業団 

（公財）仙台市市民文化事業団 

（公財）仙台フィルハーモニー管弦楽団 

180,000 

582,877 

100,000 

1,000,000 

1,000,000 

54.7 

65.6 

100.0 

96.2 

84.6 

H27.４.１ 

S55.１.30 

H３.３.26 

S61.10.１ 

H４.４.１ 

 ※出資団体総数：18団体 

◎財政援助団体監査（出資団体監査と重複するものは掲載省略） 

所 管 局 団   体   名 
財 政 援 助 額 

（令和４年度決算額） 

健康福祉局 
（社福）東北福祉会 

（公社）仙台市シルバー人材センター 

142,447千円 

54,421千円 

文化観光局 
仙台七夕まつり協賛会 

（一財）SENDAI光のページェント 

38,450千円 

39,610千円 

◎公の施設の指定管理者監査（出資団体監査・財政援助団体監査と重複するものは掲載省略） 

所 管 局 団   体   名  施  設  名 

健康福祉局 

仙台市健康福祉事業団・東北共立グルー

プ 
仙台市シルバーセンター 

（社福）仙台市社会福祉協議会 

仙台市大野田老人福祉センター，仙台市

高砂老人福祉センター，仙台市郡山老人

福祉センター，仙台市台原老人福祉セン

ター，仙台市高砂デイサービスセン

ター，仙台市郡山デイサービスセン

ター，仙台市台原デイサービスセンター 

（社福）元気村 仙台市亀岡老人福祉センター 

仙台市公園緑地協会・太陽築炉グループ 仙台市葛岡斎場 

経 済 局 
仙台市産業振興事業団・東北共立管理グ

ループ 
中小企業活性化センター 

文化観光局 

（一社）秋保地域活性化協議会 
せんだい秋保文化の里センター，秋保二

口キャンプ場，秋保ビジターセンター 

青葉山コンソーシアム 
仙台国際センター，せんだい青葉山交流

広場・駐車場 

ＴＭ共同事業体 宮城広瀬総合運動場，鶴ケ谷温水プール 

イトマン・アシックス・イオングループ 中田温水プール，鈎取球場 

ウェルネス・同和共同企業体 根白石温水プール 

陽光セントラル共同企業体 今泉運動場，若林日辺グラウンド 
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表２ 財政援助団体等監査の実施状況（公営企業会計関係） 

◎出資団体監査 

所 管 局 団 体 名 
出資額 

（千円） 

出資比率 

（％） 
設立年月日 

交 通 局 仙 台 交 通 （株） 75,000 100.0 H11.４.１ 

水 道 局 （公財）仙台市水道サービス公社 49,500 49.5 S54.11.９ 

※ 出資団体総数：６団体 

※ 仙台交通㈱の設立年月日は仙台高速鉄道サービス㈱と仙台交通サービス㈱が合併し，商号を 

改めた年月日 

 

12 定例監査の結果（令和５年度） 

 定例監査の結果，４件の指摘を行った。指摘事項の概要は次のとおりである。 

(1) 不適切な契約事務について 

契約の締結に当たっては，仙台市契約規則（昭和39年仙台市規則第47号），契約事務の取扱い

に関する要綱（平成元年３月31日市長決裁）及び仙台市契約業者指名基準（平成元年８月３日

市長決裁）に基づき，実際に履行可能な業者を選定し，適正に契約事務を行う必要がある。 

ところが，下水道北管理センターにおいては，「産業廃棄物収集運搬処理業務委託」について，

本件で必要となる処分業許可を持たない業者から見積りを徴取し契約していた。 

契約事務の取扱いに当たっては，関係法令等に則り，適正に処理する必要がある。 

（建設局・下水道事業） 

 

(2) 不適切な随意契約について 

予定価格が100万円を超える委託契約については，地方公営企業法施行令（昭和27年政令第

403号）第21条の14第１項第２号から第９号までに定める要件に該当しない限り，随意契約によ

ることはできないものである。 

ところが，南蒲生浄化センターにおいては，予定価格が100万円を超える南蒲生浄化センター

汚泥焼却施設昇降機設備保守点検業務委託契約について，同施行令に定める要件に該当しない

にもかかわらず随意契約を行っていた。 

契約の締結に当たっては，関係法令等に則り，適正に処理する必要がある。 

（建設局・下水道事業） 

 

(3) 不適切な随意契約について 

予定価格が100万円を超える委託契約については，地方公営企業法施行令（昭和27年政令第

403号）第21条の14（現第21条の13）第１項第２号から第９号までに定める要件に該当しない限

り，随意契約によることはできないものである。 

ところが，車両課においては，予定価格が100万円を超える地下鉄東西線車両操舵リンクМＴ

検査業務委託について，同施行令に定める要件に該当しないにもかかわらず随意契約を行って

いた。 

契約の締結に当たっては，関係法令等に則り，適正に処理する必要がある。 

（交通局） 
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(4) 予定価格の積算及び設計変更について 

仙台市契約規則（昭和39年仙台市規則第47号）では，予定価格は，数量の多寡，履行期間の

長短その他必要な事項を考慮して適正に定めるものとされている。 

また，契約事務の取扱いに関する要綱（平成元年市長決裁）第11条の規定に基づく契約事務

の手引（平成28年財政局長通知）では，契約後にやむを得ず数量，規格，納期，設計内容及び

工期，その他の契約の内容を変更する事由が生じた場合は，ただちに，諸手続きを経て契約を

変更するものとされている。 

ところが，消防局管理課では，仙台市消防局・青葉消防署他消防用設備等点検業務委託にお

いて，誤った数量を基に予定価格を積算するとともに，数量に変更があったにもかかわらず，

契約変更を行っていなかった。 

予定価格の積算及び契約の内容を変更する事由が生じた場合は，関係規程等に則り，適正に

事務処理をする必要がある。 

（消防局） 

 

13 住民監査請求による監査の結果（令和５年度） 

№ 請求年月日 公表年月日 件  名 請 求 者 結 果 

(1) R5.5.17 R5.7.6 
源泉所得税納付遅延に係る監

査請求 
１団体 棄却 

(2) R5.6.20 R5.7.18 営業補償に係る監査請求 １名 却下 

(3) R5.10.3 R5.12.1 
ＰＴＡ会費請求等事務処理費

用に係る監査請求 
１名 棄却 

 

14 研修（令和５年度） 

(1) 事務局内研修  

研 修 名 講 師 期 日 備 考 

新任職員研修 事務局職員 ４月６日  

(2) 派遣研修・Ｗｅｂ研修 

研 修 名 主催者 期 日 場所・形態 

わかりやすい住民監査請求の要

点 
東北都市監査委員会 ５月25日 米沢市 

自治体監査の使命と実務 宮城県都市監査委員会 ７月７日 オンライン 

監査委員監査の更なる充実強化

に向けて ほか 
全国都市監査委員会 ８月24日～25日 秋田市 

地方公営企業会計基準実務講習

会（基礎編）（実務編） 

（一財）地方自治研究

機構 
９月11日，12日 オンライン 

組織のコンプライアンスと問題

事例 ～監査の視点から～ 
宮城県都市監査委員会 10月24日 オンライン 
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15 都市監査関係団体等との連携 

（令和６年８月現在。事業については令和５年度実績） 

〔全国都市監査委員会〕 

会      員   全国791都市，12組合，６企業団，２広域連合 

会 長 都 市   大阪市 

副会長都市    仙台市ほか８市 

事   業   定期総会・研修会 １回 ，理事会 ５回 

 

〔東北都市監査委員会〕 

会   員   東北77都市，３組合，１企業団 

会 長 都 市    仙台市 

事    業   定期総会・研修会 １回 ，理事会 ２回，事務局長会 ２回 

 

〔宮城県都市監査委員会〕 

会     員   県内14都市，２組合，１企業団，１広域連合 

会 長 都 市   仙台市 

事    業   定期総会・研修会 １回 ，実務研修会 ２回，事務局長会 １回 

 

〔指定都市監査委員協議会〕 

会     員   指定都市20市 

開 催 都 市   各都市持ち回り 

事     業   定例会 １回 

 

〔大都市監査事務主担者会議〕 

会     員   東京都及び指定都市20市 

開 催 都 市   各都市持ち回り 

事    業   局長会議，事務監査担当課長会議，工事監査担当課長会議 それぞれ１回 

 

16 外部監査の概要 

  平成11年度から外部監査制度が導入された。包括外部監査は指定都市等に義務づけられており， 

個別外部監査については条例により導入している。 

 (1) 包括外部監査の状況 

  ① 事務担当部局 

市長の事務については総務局（行政経営課）が担当し，監査委員の事務については監査課

が窓口となっている。 

  ② 令和６年度の包括外部監査 

   ア 包括外部監査人 

     ・氏名：小川 高広 

     ・資格：公認会計士 

     ・契約期間：令和６年４月１日～令和７年３月31日 

   イ 外部監査人補助者 

・人数：10名 
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・資格等：公認会計士９名，他１名 

・補助期間：令和６年５月16日～令和７年３月31日 

   ウ 外部監査のテーマ 

・交通局に関する財務事務の執行ならびに事業の管理について 

  ③ 過去10年間のテーマ 

平成26年度・市民局に係る財務事務の執行と管理運営について 

平成27年度・八木山動物公園に係る財務事務の執行と管理運営について 

平成28年度・水道事業に係る財務事務の執行及び管理の状況について 

平成29年度・病院事業に係る財務事務の執行及び管理の状況について 

平成30年度・自動車運送事業に係る財務事務の執行及び管理の状況について 

令和元年度・創業創出関連施策及び事業の執行について 

令和２年度・人件費及び人件費関連支出に関する事務の執行について 

令和３年度・仙台ブランドの維持・構築に関する施策・事業に係る財務事務の執行について 

令和４年度・下水道事業に関する財務事務の執行について 

令和５年度・こども若者局に関する財務事務の執行について 

 (2) 個別外部監査の状況 

    平成11・12年度，平成14～21年度，平成23～令和元年度，令和３～５年度は個別外部監査の

請求，要求がなかった。 

    平成13年度は，住民監査請求（行政調査費に係る監査請求）に係る個別外部監査の請求があ

ったが，本件住民監査請求の却下決定に伴い，その審査に至らなかった。 

平成22年度は，住民監査請求（政務調査費に関する監査請求）に係る個別外部監査の請求が

あったが，審査において個別外部監査契約に基づく監査が相当と認める理由はなく，識見監査

委員による監査を行うことが適当と判断した。 

令和２年度は，住民監査請求（交通局の公金支出に関する監査請求）に係る個別外部監査の

請求があったが，審査において個別外部監査契約に基づく監査が相当と認める理由はなく，監

査委員による監査を行うことが適当と判断した。 

 

17 仙台市監査委員制度の変遷 

昭和22年・「監査委員の設置及び其の事務執行に関する条例」が制定され，仙台市監査委員が

設置された。（８月） 

昭和23年・「宮城県都市監査委員会」が発足し，これに加入した。 

昭和24年・「仙台市職員定数条例」が制定され，監査委員の事務部局の定数書記２人，その他

の職員１人とされた。 

・書記２人を配置した。（10月） 

昭和25年・「東北監査委員会」が発足し，これに加入した。 

昭和27年・「仙台市監査委員設置条例」が制定され，監査委員定数を４人とし，そのうち学識

経験者監査委員を常勤（１人）とすることとされた。（９月） 

昭和29年・「全国都市監査委員会」が発足し，これに加入した。 

昭和30年・「仙台市監査委員室規程」を制定し，書記長及び２係を設置した。（１月） 

昭和32年・「仙台市職員定数条例」が改正され，職員定数６人とされた。 

昭和35年・「仙台市監査委員設置条例」が改正され，監査事務局が設置された。（１月） 
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・「仙台市職員定数条例」が改正され，職員定数11人とされた。（４月） 

昭和39年・昭和38年の地方自治法の改正に伴い，「仙台市監査委員条例」が制定された。(４月） 

昭和41年・「仙台市監査事務局規程」を全面改正し，事務局に監査課を新設した。（５月） 

昭和42年・「仙台市監査基準」を制定した。 

昭和43年・「仙台市監査委員規程」を制定し，事務局機構を２課４係とした。（４月） 

・「仙台市職員定数条例」が改正され，職員定数16人とされた。（４月） 

昭和48年・「仙台市監査基準」を全面改正した。（２月） 

・「監査事務執務要領」を決定施行した。（４月） 

昭和58年・「仙台市監査基準」を一部改正した。（２月） 

・「監査事務執務要領」を一部改正した。（２月） 

昭和61年・「仙台市職員定数条例」が改正され，職員定数17人とされた。（４月） 

昭和62年・「仙台市監査委員条例」が一部改正され，常勤監査委員を２人とすることができる

と規定された。（９月） 

・知識経験者監査委員２人が常勤となった。（10月） 

・宮城町との合併により，宮城町監査委員から事務を引き継いだ。（11月） 

昭和63年・「仙台市職員定数条例」が改正され，職員定数21人とされた。（２月） 

・秋保町及び泉市との合併により，秋保町及び泉市監査委員から事務を引き継いだ。

（３月） 

平成元年・政令指定都市に移行した。（４月） 

・「仙台市監査委員規程」を一部改正し，事務局機構を３課５係（監査第一課・庶務

係・監査第一係・監査第二係，監査第二課・監査係，監査第三課・工事監査係）と

した。（４月） 

・「指定都市監査委員協議会」に加入した。（４月） 

平成２年・「監査基準」を全部改正した。（３月） 

平成３年・「仙台市監査委員条例」が一部改正され，知識経験者監査委員の呼称が，「識見を有

する者」に改められた。（６月） 

平成４年・「仙台市監査委員規程」を一部改正した。（８月） 

・「監査基準」を一部改正し，行政監査等についての規定を加えるとともに条文の整

理を図った。（12月） 

・「監査事務執務要領」を一部改正した。（12月） 

平成５年・決算審査意見書提出（決算認定）議会が12月から９月議会に変更された。 

平成６年・「仙台市職員定数条例」が改正され，職員定数24人とされた。（４月） 

・「仙台市監査委員規程」を一部改正し，市長部局の組織変更に合わせて監査第一課

監査第一係及び監査第二係の事務分掌を整理した。（４月） 

平成８年・「仙台市監査委員規程」を一部改正し，市長部局の組織変更に合わせて課・係名 

の変更（監査課・庶務係・監査第一係・監査第二係，企業監査課・企業監査係，

工事監査課・工事監査係）及び監査課監査第一係及び監査第二係の事務分掌を整

理した。（４月）        （注）アンダーラインが変更後の名称 

・「仙台市監査委員規程」（別表）を一部改正し，公印管守者を組織変更に合わせた。

（11月） 

平成10年・平成９年の地方自治法改正に伴い，「仙台市監査委員規程」，「仙台市監査基準」及

び「監査事務執務要領」を一部改正した。（３月） 

・「仙台市監査委員規程」を一部改正した。（４月） 

平成12年・都市監査基準準則の改正及び地方分権一括法の平成12年４月施行に伴い，「仙台市

監査基準」を全部改正した。（３月） 
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・「仙台市監査委員規程」を一部改正した。（４月） 

平成13年・「仙台市監査委員規程」を一部改正し，監査課を２係（総務係・監査係）とし，事

務分掌を整理した。（３月） 

      ・「仙台市監査委員協議会要綱」を一部改正した。（３月） 

平成14年・「仙台市監査基準」及び「監査事務執務要領」を一部改正した。（３月） 

平成15年・「仙台市監査委員規程」を一部改正し，市長部局の組織変更に合わせて監査係及び

企業監査係の事務分掌を整理した。（３月） 

平成16年・「仙台市監査委員規程」を一部改正し，工事監査係を廃止した他，事務分掌を整理

した。（４月） 

  平成17年・「仙台市監査基準」を一部改正した。（１月） 

  平成18年・「住民監査請求における請求人の陳述の傍聴に関する取扱基準」を制定した。（２月） 

      ・「仙台市監査委員規程」を一部改正し，市長部局の組織変更に合わせて監査係の事

務分掌を整理した。（３月） 

平成19年・「仙台市監査委員規程」を一部改正し，市長部局の組織変更に合わせて監査係の事

務分掌を整理した。（３月） 

・「仙台市監査基準」を一部改正し，組織変更に合わせた。（４月） 

  平成20年・平成19年の「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の制定に伴い，「仙台市

監査委員規程」を一部改正した。(３月) 

 平成22年・「仙台市監査委員規程」を一部改正し，市長部局の組織変更に合わせて監査係の事

務分掌を整理した。（３月） 

・都市監査基準準則の第５次改定及び第６次改定に伴い，仙台市監査基準を改正した。

（３月） 

 平成23年・「仙台市監査委員条例」が改正され，議員のうちから選任する監査委員の数が１人

とされた。（３月。ただし，東日本大震災の影響により施行は８月） 

・「仙台市監査委員規程」を一部改正し，市長部局の組織変更に合わせて監査係の事

務分掌を整理した。（５月） 

・「監査事務執務要領」を一部改正し，監査等の実施に関する一連の事務を見直した。

（５月） 

・「住民監査請求における請求人の陳述の傍聴に関する取扱基準」を廃止し，「住民監

査請求における陳述等の実施に関する基準」を制定した。（５月） 

 平成24年・「仙台市監査委員規程」を一部改正し，市長部局の組織変更に合わせて監査係の事

務分掌を整理した。（３月） 

 平成26年・「仙台市監査委員規程」を一部改正し，市長部局の組織変更に合わせて監査係の事

務分掌を整理した。（３月） 

 平成28年・「仙台市監査委員規程」を一部改正し，市長部局の組織変更に合わせて監査係の事

務分掌を整理した。（３月） 

     ・平成27年８月開催の全国都市監査委員会総会において規範性を有する都市監査基準

案を可決し，併せて平成29年３月31日までを各都市の移行期間と定めたことから，

「仙台市監査基準」を全部改正し，「監査事務執務要領」を一部改正した。（12月） 

 平成29年・「仙台市監査委員協議会要綱」を一部改正した。（３月） 

 令和２年・平成29年の地方自治法改正（令和２年４月施行）に伴い，「仙台市監査委員規程」，

「監査事務執務要領」及び「住民監査請求における陳述等の実施に関する基準」を

一部改正し，「仙台市監査基準」を全部改正した。（３月） 

 令和３年・「仙台市監査委員規程」を一部改正し，市長部局の組織変更に合わせて監査係の事

務分掌を整理した。（３月） 
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 令和４年・「仙台市監査委員規程」を一部改正し，監査事務局分の内部統制評価報告書の審査

体制を見直した。（７月） 

令和５年・「仙台市監査委員規程」を一部改正し，市長部局の組織変更に合わせて監査係の事

務分掌を整理した。（３月） 

    ・「個人情報の保護に関する法律」の一部改正に伴い，「仙台市監査基準」を一部改正

した。（３月） 

令和６年・「仙台市監査委員規程」を一部改正し，定年引上げに伴う役職定年制の導入に対応

するため，課に置く職名を追加した。（３月） 

    ・地方自治法改正（令和６年４月施行）に伴い，「仙台市監査基準」を一部改正した。

（３月） 

 


